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  平成３１年３月２５日 

 

                鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市条例第５号 

鳥取市手数料条例等の一部を改正する条例 

 （鳥取市手数料条例の一部改正） 

第１条 鳥取市手数料条例（平成１２年鳥取市条例第１１号）の一部を次のように改

正する。 

  別表第１の２１の項及び２３の項中「２９，０００円」を「２９，７００円」に

改める。 

 （鳥取市食品衛生条例の一部改正） 

第２条 鳥取市食品衛生条例（平成２９年鳥取市条例第６５号）の一部を次のように

改正する。 

  別表第２中「１０，５００円」を「１１，５００円」に、「１５，４００円」を

「１５，７００円」に改める。 

（鳥取市公衆浴場法施行条例の一部改正） 

第３条 鳥取市公衆浴場法施行条例（平成２９年鳥取市条例第８０号）の一部を次の

ように改正する。 

第８条中「２２，０００円」を「２３，０００円」に改める。 

附 則 



（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例に

よる。 

 


